
【ＡＩＪ投資顧問に委託をしていた基金の総資産額に占めるＡＩＪ投資顧問への委託割合】 

１ 受託者責任の在り方 

資料2－2 

17基金 

22基金 

19基金 

8基金 

4基金 
3基金 

1基金 

0基金 
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10基金 

15基金 

20基金 

25基金 

５％未満 ５％～１０％ １０％～２０％ ２０％～３０％ ３０％～４０％ ４０％～５０％ ５０％以上 

平成２２年度末でAIJ投資顧問に投資していた基金：７４基金 

出典：年金給付等積立金の管理及び運用に関する資産運用業務報告書（平成２２年度）より 

分散投資 

「論点１．資産運用規制の在り方」 
～各論点に関連するデータ等～ 
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資料：企業年金に関する基礎資料（平成２３年１２月）企業年金連合会 

■厚生年金基金 

■確定給付企業年金 
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【企業年金の資産構成割合の推移】 
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【各厚生年金基金の受託機関数（平成22年度末）】 
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 出典：年金給付等積立金の管理及び運用に関する資産運用業務報告書（平成２２年度）より 
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平成２２年度末における資産規模 

○ 全体（５５８基金）の約６割が、 
 ２００億円未満の資産規模。 

① ３０億円未満 

1% 

② ３０～５０億円

未満 

7% 

③ ５０～１００億

円未満 

22% 

④ １００～２００

億円未満 

32% 

⑤ ２００～３００

億円未満 

15% 

⑥ ３００～５００

億円未満 

11% 

⑦ ５００～１００

０億円未満 

7% 

⑧ １０００億円以

上 

5% 

金融商品取引法上の区分 

○ 全体（５５８基金）の約８割が「一般投資家」 
  「特定投資家」は、５５８基金のうち１０６基金 
 
○ ＡＩＪに委託実績のある基金（８８基金）の約７割が   
  「一般投資家」 
  「特定投資家」は、８８基金のうち２２基金 
 
（注） 
特定投資家とは・・・金融商品取引法で定めるプロの投資家。純資産額が100億 
             円以上であるとして金融庁長官に届出を行った基金（適格機 
             関投資家）あるいは金融商品取引業者との個別取引におい 
             て一般投資家から移行した基金をいう。 
 
一般投資家とは・・・特定投資家以外の投資家 

① 特定投資

家 
19% 

② 一般投資

家 
79% 

③ 無回答 
2% 

 【全基金】 

① 特定投

資家 
25% 

② 一般投

資家 
73% 

③ 無回答 
2% 

 【ＡＩＪに委託実績のある基金】 

厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果（概要）より 
  調査対象：平成２４年３月１日現在で現存する５８１基金 回答数５５８基金（回答率９６．０％） 
  調査時点：平成２４年３月１日現在の状況 

２ 基金の運用体制・運用プロセス 
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①基金の運用体制 

【政省令・ガイドライン】 【厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果】 

○ 基金は、管理運用業務を執行す
る理事を置かなければならない。（厚
生年金基金令 第３９条の１５第２
項） 

①運用に携わる役職員の状況 

役員及び 

顧問 

3.3人  

役員及び

顧問以外 

0.4 人 

②運用に携わる役職員の専任・兼任の割合 

専任 
17.8% 

兼任 
76.9% 

無回答 
5.2% 

③運用に携わる役職員の在職年数 

１年未満 
5.8% 

１年以上～

５年未満 
36.7% 

５年以上～

１０年未満 
27.5% 

１０年以上

～１５年未

満 

12.1% 

１５年以上

～２０年未

満 

7.4% 

２０年以上

～２５年未

満 

4.9% 

３０年以上 
1.2% 無回答 

4.5% 

① 運用に携わる役職員の状況 
   ・総数は２，０６５人 
     ・１基金あたりの平均は３．７人 
 
② 運用に携わる役職員の専任・兼任の割合 
   ・ 約８割が、「兼任」 
 
③ 運用に携わる役職員の在職年数 
   ・ 約６割が、「在職年数１０年未満」  
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【政省令・ガイドライン】 【厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果】 

○ 基金は、職員に、長期にわ 
 たり維持すべき資産の構成割 
 合の決定に関し、専門的知見 
 を有する者を置くよう努めな 
 ければならない。（厚生年金 
 基金規則 第４１条の６第１項 
 第２号） 
 
○ 理事長等は、投資理論、資 
 産運用に関する制度、投資対 
 象の資産の内容等の理解及 
 び資産運用環境の把握に努 
 めなければならない。（ガイド 
 ライン三（９）） 

①資産運用関連資格の有無について ②現職以外の資産運用関連業務の経験について 

有 
1.8% 

無 
92.3% 

不明 
1.3% 

無回答 
4.6% 

有 
3.4% 

無 
88.4% 

不明 
1.8% 

無回答 
6.3% 

① 資産運用資格の有無について 
 ・ 約９割が「資産運用関連資格を持っていない」と回答。 
 ・ 証券アナリスト、ファイナンシャルプランナーなどの資格を有していると回答があっ     
    たのは、約２％  （３７人） 
 
② 現職以外の資産運用関連業務の経験について 
 ・ 運用に携わる役職員の約９割が「資産運用関連業務の経験がない」と回答。 
 ・ 金融機関でファンドマネージャー等の資産運用関連業務に従事した経験があると 
    回答があったのは、約３％（７１人）  
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②資産運用委員会 

【政省令・ガイドライン】 【厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果】 

○ 理事長等を補佐するため、 
 資産運用委員会を設置するこ 
 とが望ましい。 
 （ガイドライン六） 
 
 
 
○ 理事、代議員、事業主の財 
 務又は労務に関する業務を 
 担当する役員等の中から理 
 事長が選任する者で構成さ 
 れることが考えられるが、基 
 金の実状に応じ、専門家等の 
 外部の者を委員とすることも 
 考えられる。（ガイドライン六） 

①資産運用委員会の設置 ②資産運用委員会の開催頻度 

① 設置し

ている 
90% 

②設置し

ていない 
10% ①１回 

12% 

②２回 
24% 

③３回
18% 

④４回 
31% 

⑤５回 
7% 

⑥６回 
9% 

③資産運用委員会における外部専門家の割合 

①外部専

門家を入

れている 

10% 

② 外部

専門家を

入れてい

ない 
89% 

③無回答 
1% 

① 資産運用委員会の設置 
 ・ 全体（５５８基金）の約９割は、「資産運用委員 
   会」を設置。 
   ※小規模の基金では、資産運用委員会を設置せ 
   ず、代議員会や理事会で対応しているとの回答。  
 
② 資産運用委員会の開催頻度 
 ・ 年に４回開催が全体の約３割で最も多く、次い 
   で年２回が２割強。 
 
③ 資産運用委員会における外部専門家の割合 
 ・ 資産運用委員会を設置している５０１基金の１ 
   基金当たりの平均委員数は８．３人 
 ・ 資産運用委員会に外部専門家を入れているの 
   は全体の約１割（５７基金） 
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③運用コンサルタント 

【政省令・ガイドライン】 【厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果】 

○ 運用の基本方針、運用ガイ 
 ドラインや政策的資産構成割 
 合の策定、運用受託機関の 
 選任、運用評価等に関し、必 
 要な場合には、運用コンサル 
 タント等外部の機関に分析・ 
 助言を求めることが考えられ 
 る。（ガイドライン三（８）） 

 

①採用し

ている 
27% 

②過去に

採用して

いたが今

は採用し

ていない 
5% 

③採用し

ていない 
68% 

・ 全体（５５８基金）の約３割が運用コンサルタントを 
 採用。 
・ 約７割は採用していない。 

○コンサルティングの内容（複数回答） 
     コンサルティングの内容としては、①基本方針の策定・見直し、②資産配分の見直し、③運
用機関の選定及び見直し等様々な事項。 
         ①基本方針の策定・見直し        
       ・政策アセットミックスの策定・見直し など       
     ②資産配分の見直し        
                     ・リスク管理、リバランス など       
             ③運用機関の選定及び見直し        
                    ・ファンド別収益率、ベンチマーク比較・超過収益率分析        
                    ・マネージャー・ストラクチャーについての分析、助言 など     
             その他        
                    ・資産運用委員会の支援業務 など   

①運用コンサルタントの採用 
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④運用の基本方針及び運用受託機関選定 

【政省令・ガイドライン】 【厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果】 

○ 運用機関の選任について 
 は、運用受託機関の得意とす 
 る運用方法を考慮するととも 
 に、運用実績に関する定量評 
 価だけでなく、投資哲学、運 
 用体制等に関する定性評価 
 を加えた総合評価をすること 
 により行うことが望ましい。  
 （ガイドライン三（５）） 

①運用機関の選定及び評価についての基本方針 

① 定めて

いる 
78% 

②定めて

いない 
22% 

②運用機関の選定及び見直しの頻度について 

① １年に 

１度 
29% 

② ２年に 

１度 
9% 

③ ３年に 

１度 
32% 

④その他 
24% 

⑤実施し

ていない 
6% 

③運用機関の選定及び見直しの過程で一番重視している事項 

① 投資 

指針 
6% 

② 運用 

プロセス 
10% 

③ 投資 

対象資産 
13% 

④ リスク 

管理の方

法 

16% 

⑤ 運用 

体制 
11% 

⑥ 運用 

実績 
40% 

⑦その他 
4% 

① 運用機関の選定及び評価についての基本方針 
 ・ 全体（５５８基金）の約８割が、運用機関の選定 
  及び評価についての基本方針を策定。 
 
② 運用機関の選定及び見直しの頻度について 
 ・ 全体の約３割で、年１回、運用機関の選定及び 
   見直しを実施。 
 ・ 運用機関の見直しを定期的に実施していない基 
   金も１割弱存在。 
 
③ 運用機関の選定及び見直しの過程で一番重視し 
   ている事項 
 ・ 「運用実績」が全体の４割。  
 ・ 一方で、「運用プロセス」、「リスク管理の方法」を 
   重視していると回答した基金の割合は１～２割程 
   度。 
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⑤監査 

【政省令・ガイドライン】 【厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果】 

○ 基金に、役員として理事及 
   び監事を置く。（厚生年金保 
   険法第１１９条第１項） 
 
○ 監事は、代議員会において、 
   設立事業所の事業主におい 
   て選定した代議員及び加入 
   員において互選した代議員の 
    うちから、それぞれ一人を選 
   挙する。（厚生年金保険法第 
   １１９条第４項） 
 
○ 監事は、基金の業務を監 
   査する。（厚生年金保険法第 
   １２０条第４項） 
 
○ 監事は、監査の結果に基 
    づき、必要があると認めると 
    きは、理事長又は代議員会 
    に意見を提出することができ 
    る。（厚生年金保険法第１２０ 
    条第５項） 

 

①運用に関する監査について（複数回答） ②運用に関する監査の頻度 

①内部の

監事 
84% 

②その他 
16% 

①毎月 
31% 

②年6回 

0％ 
③年5回 

1% 

④年4回 
27% 

⑤年3回 
0% 

⑥年2回 
1% 

⑦年1回 
39% 

⑧2年に1

回 
0% 

⑨適宜 
0% 

 
① 運用に関する監査について（複数回答） 
 ・ 全体（５５８基金）の８割で、内部の監事が監査を実施。 
 ※その他内訳としては、公認会計士、会計事務所、監査法人、税理士等 
 
② 運用に関する監査の頻度 
 ・ 監査の頻度は年１回が最も多く、約４割。 
 ・ 約３割の基金では、毎月監査を実施。 
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【政省令・ガイドライン】 【厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果】 

○ 監査は、厚生年金基金監 
   事監査規程要綱」に定められ 
   た事項を基準として、適正か 
   つ厳正に実施しなければなら 
   ない。（ガイドライン五） ① 運用 

体制 
21% 

② 受託機関

の選定方法

及び契約関

係 
47% 

③ 資産運用

状況の把握 
32% 

③監査項目（複数回答） 

③ 監査項目（複数回答） 
    ①運用体制 
      ・運用業務を執行する理事の配置状況 
      ・運用関係者の職務の具体的内容 等 
    ②受託機関 
      ・受託機関との契約関係 
      ・受託機関の選定方法 等 
    ③運用状況 
      ・受託機関からの定例報告 等 
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報告・情報開示 

【政省令・ガイドライン】 【厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果】 

○ 報告の内容としては、ア運 
 用の基本方針及びガイドライ 
 ン、イ運用結果、ウ理事会に 
 おける議事の状況が考えられ 
 る。また、資産運用委員会に 
 おける議事の状況その他の情 
 報についても積極的に報告す 
 ることが望ましい。 
 （ガイドライン八（２）） 

①代議員会への報告の頻度 

①毎月 
5% ②年6回  

0% 

③年4回 
13% 

④年3回 
1% 

⑤年2回 
79% 

⑥年1回 
2% 

 ・ 全体（５５８基金）の約８割が、年に２回以上代議員会へ運用に関する情報を報告。 
 ※代議員会に報告している事項で最も割合が高いのは、「積立金の運用結果の報告」 

３ 基金のガバナンス・情報開示 
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【政省令・ガイドライン】 【厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果】 

○ 基金は、厚生労働省令で 
 定めるところにより、その基金 
 の業務の概況について、加入 
 員に周知させなければならな 
 い。（厚生年金保険法第１７７ 
 条の２） 
 
○ 周知事項を加入員に周知 
 させる場合には、次のいずれ 
 かの方法によるものとする。 
 １ 常時設立事業所の見やす 
  い場所へ掲示する方法 
 ２ 書面を加入員に交付する 
  方法 
 ３ 磁気テープ、磁気ディスク 
  その他これらに準ずる物に 
  記録し、かつ、各設立事業 
  所に加入員が当該記録 
  の内容を常時確認できる機 
  器を設置する方法 
 ４ その他周知が確実に行わ 
  れる方法 
 （厚生年金基金規則第５６条 
 の２） 
 
○ 加入員に対し、毎事業年度１回 
 以上、ａ 積立金の運用収益又は運 
 用損失及び資産の構成割合その 
 他積立金の運用の概況、ｂ 運用の 
 基本方針の概要等の事項につい 
 て、周知させなければならない。 
 （ガイドライン八  （３）） 

②加入員等への報告の頻度 

①毎月 
2% 

②年6回  
0% 

③年4回 
8% 
④年3回 

1% 

⑤年2回 
51% 

⑥年1回 
36% 

⑦随時 
1% 

⑧報告し

ていない 
1% 

 ・ 全体の約９割が、年に１回以上加入員等へ運用に関する情報を報告。 
 ※加入員等へ報告している事項で最も割合が高いのは、「積立金の運用結果の報告」 

13 



【政省令・ガイドライン】 【厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果】 

○ 定期的に、又はその求めに応じ 
 て、管理運用業務の状況に関する 
 情報を提供しなければならない。 
 （ガイドライン八（４）) ③事業主への情報提供の頻度 

①行って

いる 
94% 

②行って

いない 
6% 

・ 全体の約９割が、事業主に対し運用に関する情報を提供。  
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４ 事後チェック 

○ 厚生年金基金は、年金給付等積立金の管理運用事務についての報告書を作成し、毎事
業年度厚生労働大臣に提出することとされている。（厚生年金保険法第177条、厚生年金基
金規則第56条第2項） 
 
 
 
【厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）】 
  
     （報告書の提出）  
第百七十七条  基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなけ 
 ればならない。  
 
 
 
【厚生年金基金規則（昭和41年厚生省令第34号）】 
 
       （業務についての報告書の提出）  
第五十六条 基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞ 
 れ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。  
２ 前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、法第百三十六条の三第一項 の規定による年金給付等積立金の管理運用業務 
 についての報告書を二通作成し、翌事業年度五月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。  

 

 
 

運用報告書について 
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○ 厚生労働大臣は、基金について、必要があるときは、その事業の状況に関する報告を徴収
することができる。（厚生年金保険法第178条第1項） 
 
 
 
【厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）】 
  
  （報告の徴収等）  
第百七十八条  厚生労働大臣は、基金又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業の状況に関する報告を徴し、又は当該 
   職員をして基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。  
２  （略） 
 

 

行政監査 

18 






	2-2_関連データ集.pdf
	010025171203-1-3070-20120424112536-00001

